
都市名 北海道ニセコ町 神奈川県大和市 群馬県太田市 東京都三鷹市 神奈川県平塚市 北海道札幌市 

条例名 ニセコ町まちづくり基本条例 大和市自治基本条例 太田市まちづくり基本条例 三鷹市自治基本条例 平塚市自治基本条例 札幌市自治基本条例 
条 例 
施行日 Ｈ１３．４．１ Ｈ１７．４．１ Ｈ１８．４．１ Ｈ１８．４．１ Ｈ１８．１０．１ Ｈ１９．４．１ 

条文数 ５７条 ３３条 ３７条 ３８条 ２６条 ３２条 

条 

例 

構 

成 

内 

容 

 
前文 
第１章 目的 
第２章 まちづくりの基本原則 
第３章 情報共有の推進 
第４章  まちづくりへの参加の 

の推進 
第５章 コミュニティ 
第６章 議会の役割と責務 
第７章 町の役割と責務 
第８章 まちづくりの協働過程 
第９章 財政 
第１０章 評価 
第１１章 町民投票制度 
第１２章 連携 
第１３章 条例制定等の手続 
第１４章 まちづくり基本条例 

の位置付け等 
第１５章 この条例の検討及び

見直し 
附則 

 
前文 
第１章 総則 
第２章 自治の基本原則 
第３章 市民 
第１節 市民 
第２節 地域コミュニティ 

第４章 市議会 
第５章 市長 
第６章 行政運営の原則 
第１節 総合計画 
第２節 執行機関 
第３節 財政 

第７章 厚木基地 
第８章 住民投票 
第９章 その他 
附則 

 
前文 
第１章  総則 
第２章 まちづくりの基本原則 
第３章 情報の共有 
第４章 参画と協働の市政運営 
第５章 財政 
第６章  評価 
第７章 住民投票 
第８章 地域コミュニティ 
第９章 行政および議会の役割

と責務 
第１０章  安全で安心して暮ら

せるまちづくり 
第１１章 やさしさと思いやり

のあるまちづくり 
第１２章 環境と共生する豊か

なまちづくり 
第１３章  連携と交流 
第１４章 条例の見直しと検討 
附則 

 
前文 
第１章  総則 
第２章 市民及び市民自治 
第３章 市議会 
第４章 執行機関 
第５章 市政運営 
第６章  参加及び協働 
第７章 政府間関係 
附則 

 
前文 
第１章  総則 
第２章  自治の基本理念 
第３章 自治の基本原則 
第４章 まちづくりの指針  
第５章 自治の担い手  
第１節 市民 
第２節 議会及び議員 
第３節 市長及び市の執行機 
    関 

第６章 行政運営 
第７章  住民投票制度 
附則 

 
前文 
第１章 総則 
第２章 市民 
第１節 市民の権利 
第２節 市民の責務 

第３章 議会及び議員 
第４章 市長及び職員 
第５章 行政運営の基本 
第６章 基本原則によるまちづ

くりの推進 
第１節 市民参加の推進 
第２節 情報共有の推進 
第３節 身近な地域における

まちづくりの推進 
第７章 他の自治体等との連

携・協力 
第８章 市民自治によるまちづ

くりに関する施策等の
評価及びこの条例の見
直し 

附則 

名称 自治基本条例試案（ver4.0＋） 札幌市自治基本条例案（神原私案） 自治基本条例標準試案 

作成者 札幌地方自治研究会（自治基本条例プロジェクト・チーム） 神原 勝（北海道大学大学院法学研究科教授） 徳島文理大学院総合政策研究科 野村ゼミ 
試案作 
成時期 Ｈ１２．６ Ｈ１５．１０ Ｈ１７年度（詳細は不明） 

条文数 ５７条 ４５条 ２９条 

条 

例 

構 

成 

内 

容 

 
前文[要旨] 
第１章 目的 
第１章－２ 自治基本条例の位置付け等 
第２章 まちづくりの基本原則 
第３章 まちづくりに参加する権利等 
第１節 総則 
第２節 町民の権利及び義務 

第４章 参加のための制度保障 
第１節 総則 
第２節 法令に規定する直接請求権の保障 
第３節 まちづくりへの協働過程 
第４節 まちづくりの施策の評価 
第５節 町民投票制度等 

第５章 町の役割と責務 
第１節 総則 
第２節 議会の役割 
第３節 町長等 

第６章 情報の共有化 
第７章 財政 
第８章 計画策定手続、条例等制定手続及び処

分等の行政手続 
第９章 苦情処理及び争訟制度による権利救

済手続の教示 
第１０章 自治体連携等 
第１０－２章 この条例の改正等 
第１１章 この条例の検討及び見直し 
附則 

 
前文 
第１章 総則 
第２章 情報の公開と共有 
第３章 市民参加の市政の推進 
第４章 多様な主体との協力 
第５章 行政の政策活動の原則 
第６章 行政組織と職員政策 
第７章 議会と議員活動の原則 
第８章 公正と信頼の確保 
第９章 市民、市長、議員及び職員

の責務 
第10章 最高規範性と見直し手続 
附則 
 

 
前文 
第１章 総則 
第２章 自治運営を担う主体の役割、責

務等 
第１節 市民 

 第２節 議会 
第３節 市長等 

  第１款 市長等 
第２款 行政運営等 

第３章 自治運営の基本原則に基づく
制度等 

 第１節 情報共有による自治運営 
第２節 参加及び協働による自治運 

  営 
第３節 自治運営の制度等の在り方

についての調査審議 
第４章 国や他の自治体との関係 
附則 
 

（メモ欄） 

自治基本条例等比較一覧表（詳細は資料４、資料５を参照） 資料３ 


